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社会福祉法人 宇都宮市母子寡婦福祉連合会 

令和２年度（2020年度） 事業計画書 

 

Ⅰ 法人の運営 

１．理事会の開催 

理事会を開催し，法人の業務執行等，重要事項について決定する。 

２．評議員会の開催 

評議員会を開催し，法人の理事・監事の選任，計算書類及び財産目録の 

承認等，重要事項について決定する。 

 

Ⅱ 第二種社会福祉事業 

１．保育所の経営 

（１）あゆみ保育園及びあゆみ北保育園の運営 

    現行の保育所保育指針の内容を保育の実践に生かし，入所児童の安全 

   と衛生管理を徹底して，子どもが健やかに過ごせるよう，職員が一丸と 

   なった保育を実施する。 

    また，子どもの成長発達と保護者の支援を図るとともに，地域の中で 

   育つ子どもの育成や次世代を担う若者の育成に努め，地域の子育て支援 

   施設として周辺地域との調和に努める。 

    さらに，二つの保育園が互いに協調して効果的な運営を目指す。 

（２）一時預かり事業（保育所型） 

就労形態の多様化に対応するとともに，保護者の疾病，災害・事故，育 

  児に伴う心理的・肉体的負担の解消により緊急・一時的に保育が必要とな 

  る子どもに対し，あゆみ北保育園において一時的に預かり保育することに 

  よって，安心して子育てができる環境の向上に努める。 

 ２．ゆうあいひろばの運営 

   市民プラザ６階における下記の３業務を市から一括して受託することに

より，より効率的かつ効果的な運営を目指す。 

 （１）ファミリーサポートセンター事業 

    ゆうあいひろばにおいて育児支援を依頼したい人と育児の援助ができ

る人を組織化し，地域において会員同士が相互援助しあう活動を支援し，

子どもの安全・安心を確保しつつ福祉の向上に努める。 

 （２）一時預かり保育事業 

    ゆうあいひろばにおいて一時的に子どもを預かることで，安心して仕 
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   事，通院，買い物やリフレッシュが出来る環境を整備し，児童の福祉の

向上に努める。 

 （３）子どもたちのあそび広場運営事業 

    子どもたちのあそび広場，青少年エリア及びカフェエリアにおいて，   

それぞれの子どもを対象に遊具や読書，工作などを通して，さらには，  

情報提供や活動の支援や交流の場の提供を図り，児童の健康増進や創造

性を育成する。 

３．ひとり親等日常生活支援事業 

   市からの委託を受け，ひとり親等が一時的に家事・育児等が困難な場合 

  に，家庭生活支援員を派遣して日常生活の世話をするなどを行い，ひとり

親，寡婦世帯の自立と生活の安定を図る。 

４．養育支援訪問事業 

養育者が、育児ストレスや産後うつ状態などによって、子育てに不安や養

育上の様々な問題を抱え，養育のための支援が必要な家庭に対し，市の保健

師等と連携しながら，訪問支援員を派遣して子育ての相談・指導又は育児・

家事援助を行うことにより，子育ての不安や過重な負担を軽減して，適切な

養育の実施を支援する。 

 

Ⅲ 公益事業 

１．ひとり親家庭や寡婦等のための相談支援事業 

ひとり親家庭や寡婦の自立に必要な情報提供を行うと共に，社会福祉事務

所等関係機関とも連携しながら，生活面や就業面の各種相談事業にきめ細か

く対応する。 

 ２．ひとり親家庭日帰り研修事業 

   普段子どもと触れ合う機会が少ない世帯に対し，ひとり親の日帰り研修

事業を実施することにより親子の交流を一層深める。 

３．善行生徒表彰事業 

 ひとり親家庭あるいは両親ともになく祖父母等に養育されている宇都宮 

市の中学生で善意ある行いをしている生徒を表彰し記念品を贈ることによ 

り、その健全育成を促進する。 

４．地区母子寡婦福祉会との連携 

交流事業などを通じて母子と寡婦の絆を深めながら，各事業への理解と 

  協力を求めるとともに，相互扶助の精神を醸成する。 

   また，地区母子寡婦福祉会の会員が減少傾向にある中で，相互に支援し 

  合えるよう，母子部の充実と地区福祉会の拡充に努める。 

５．関係団体との連絡調整に関する事業 
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宇都宮市や関係機関・団体等が企画・主催する事業に協力する。 

 

Ⅳ 収益事業 

１．公共施設への自動販売機の設置運営事業 

宇都宮市総合福祉センター等の公共施設において，利用者の利便性を図 

るための自動販売機を設置し収益事業を行い，その収益等をもとに母子寡 

婦福祉の充実を目指す。 

 

Ⅴ その他法人の目的達成のための事業 

 １．経営会議の開催などによる社会福祉法人の安定的な運営 

   当法人における諸課題の解決を図るため、事務局長及び施設長によりほ 

ぼ毎月の打合せ会を開催して社会保険労務士との意見交換を行い、その後、 

理事長の出席を得て経営会議(連絡調整会議)を開催し運営方針等の協議を実 

施するなどにより、法人としての安定的な運営を図り，事務事業の適正かつ 

効率的な執行に努める。 

 ２．財政基盤の安定化の確保 

   二つの保育園運営を核としつつ受託事業等も充実させながら、社会福祉

法人として母子連の役割が発揮できるようひとり親及び寡婦の福祉の充実

に取り組むとともに、保育園施設設備の修繕整備など将来発生が見込まれ

る経費に充てるための剰余金の積み立てなどを行い、経営基盤の安定化に

向けた取り組みを行う。 

 


